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１．要 旨 

第七小学校と第九小学校の統合に当たり、新しい時代の学びを実現する最適な教育環境の在

り方のほか、複合化する地域の施設等について検討するため、東大和市立第七小学校・第九小

学校統合検討会議を設置するものである。 

（１）所掌事務 

第七小学校・第九小学校統合における基本構想（案）について検討する。 

（２）委員構成等 

第七小学校学校運営協議会委員、第九小学校学校運営協議会委員及び特別支援教育関係者

をもって構成し、委員長に第七小学校校長、副委員長に第九小学校校長をもって充てる。 

※必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。 

※庶務は、教育総務課で処理する。 

（３）施行日 

令和４年１１月１５日 

（４）影響及び効果 

学校運営に参加している地域の方々の意見を取り入れた基本構想（案）が策定できる。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和４年 １月２２日 第九小学校学校運営協議会委員に説明 

 １月２６日 第七小学校学校運営協議会委員に説明 

 ９月 １日 市議会全員協議会において教育委員会の考え方等を説明 

 ９月２１日 基本構想策定業務委託の補正予算可決 

１０月３１日 基本構想策定業務委託の委託事業者決定 

１１月１５日 本要綱について教育委員会臨時会において承認 

今後の予定 

令和４年１１月２１日 第１回東大和市立第七小学校・第九小学校統合検討会議開催 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに第１回検討会議の開催手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


